
区分
（小）

区分
（大）

内容（課題） 改善計画 改善結果

（1） 相談支援事業は、利用者がその有する能力及び適正に応じ、自
立した日常生活又は社会生活を営むことができる様に配慮して行わ
れていますか。

A

（2） 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、
利用者等の選択に基づき、適切な保健、医療、福祉、就労支援、
教育などのサービス(福祉サービス等）が、多様な事業者から総
合的かつ効率的に提供されるよう配慮されていますか。

A

（3） 利用者等の意思及び人格を尊重し、常に利用者等の立場に
立って、福祉サービス等が特定の種類や特定の障害福祉サー
ビス事業者に不当に偏ることのないよう、公正中立に行われています
か。

A

（4） 市町村、障害福祉サービス事業者等と連携を図り、地域に
おいて必要な社会資源の改善及び開発に努めていますか。

A

（5） 自ら提供する指定相談支援の評価を行い、常に改善を図っ
ていますか。

B

（1） 相談支援事業所は、専らその職務に従事する相談支援専門員を
1人以上置いていますか。

A

（2） 相談支援専門員は資格要件を満たしていますか。 A

相談支援事業所は、専らその服務に従事する管理者を置いています
か。

A A
・法人の統括責任者兼務　 ・改善する予定なし

評価項目

自己評価

第１ 基本方針

１　基本方針

A

(2)まず法人内の事業所を
優先しやすく、多様な事業
所から総合的かつ効率的と
なると不十分である。
(2)多様な事業者と連携し、
利用者に適切なサービスを
提供出来るよう努力してい
るが、精神医療事業者との
協力が十分とは言えない。

（5）業務に追われ、振り返り
などの時間がない。
(5)指定相談支援には関
わっていない。

（2）精神医療機関との円滑
な連携づくりのために、行
政の保健医療担当者を介し
た関係づくりを強化する。

（4）町社協の協力により傾聴ボ
ランティアグループが生まれ
た。社会資源を創っていくため
のアウトリーチが更に必要。
（5）出来るだけ関係機関と連絡
を取り、情報の共有をした。

第２　人員に関する基準

１　従業員の員数（相談支援専門員）

A

(1)設置済み

(2)相談支援専門員現任研
修受講済み

２　管理者

福祉サービス評価（自己評価）結果票（相談事業所） 　  障がい者生活 支援センターきつねあな



（1） 管理者及び従業者と労働契約を交わしていますか。
労働条件通知書を交付していますか。

B

（2） 従業者及び管理者は、正当な理由なく、業務上知り得た利用者
又は家族の秘密を漏らしていませんか。

A

（3） 従業者及び管理者であった者が、、正当な理由なく業務上知り得
た利用者等の秘密を漏らすことのないよう、誓約書を徴するなど必要
な措置を講じていますか。

A

（1） 利用申し込みがあったときは、障害の特性に配慮しつつ、利
用申込者に対し、サービスの選択に必要な重要事項(運営規定
の概要、従業者の勤務体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制
等）をパンフレット等で説明を行い、書面により同意を得ていますか。

A

（2） 利用契約をしたときは、利用者に対し、社会福祉法第７７条
の規定に基づき、書面（契約書、重要事項説明書）を交付してい
ますか。

A

（3） サービス担当者会議等において、利用者又は家族に関する
情報を提供する際は、あらかじめ文書（利用登録票等）により利
用者又は家族の同意を得ていますか。

A

（1） 利用契約をしたときは、その旨を市町村に対し遅滞なく報告
していますか。

A

（2） サービス利用計画を作成したときは、その写しを市町村に対
し遅滞なく報告していますか。

A

正当な理由なく、サービスの提供を拒んでいませんか。 A A

・件数が多く対応には苦慮
している。

・精神の方については事業
所内の約束事に基づいて
対応をしている。

３　雇用契約・秘密の保持

B

(1)労働条件通知書等貰っ
ていない。
(1)労働契約書・労働条件通
知書発行済み
(2)必要な情報共有は実施

（3）守秘義務に関する誓約
書提出済み

(1)パートも含め全職員が労働
条件通知書をもらった。

第３　 運営に関する基準

１　内容及び手続きの説明および同意

A

（1）コロナ対策の為、最小
限の項目を説明している。

２　契約内容の報告等

A

３　提供拒否の禁止



適切なサービス提供が困難な場合、他の事業者等の紹介等の
必要な措置を講じていますか。

A A

・紹介は1件あった。（引き
受けて頂いた）

サービスの提供に当たり、受給者証により、支給決定の有無、
支給決定有効期間・支給量等を確かめていますか。

A A

支給期間の終了に伴う訓練等給付費の申請について、支給
決定に通常要する期間を考慮し、申請勧奨等の必要な援助を
行っていますか。

A A

・必要な方には行っている
が、基本的には保護者や家
族が自発的にして頂いてい
る。

従業者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者
又はその家族から求められたときは、これを掲示する旨の指導をして
いますか。

A A

・書類はない→名札　慣れ
たところだと忘れる。

・初回は名刺等渡し提示し
ているが、顔がわかるよう
になってから身分証を忘れ
る事がある。

（1） 決定代理受領により市町村からサービス利用計画作成費を
支給された場合、利用者に対しその額を通知していますか。

A A

（1） 管理者は、相談支援専門員に、利用者等からの日常生活全
般に関する相談及びサービス利用計画の作成に関する業務を担
当させていますか。

A

（2） 相談支援に当たっては、利用者等の立場に立って懇切丁寧
に行うことを旨とし、利用者又は家族に対し、サービスの提供方
法等を理解しやすいように説明していますか。また、必要に応じ、同じ
障害を有する者による支援等適切な手法をとっていますか。

B

・相手に伝わる努力をして
いる。

・努めているが、同じ障害を
有する者による支援は行え
ていない。

（3） 相談支援専門員は、サービス利用計画の作成に当たり、利
用者の心身又は家族の状況等に応じ、継続的かつ計画的に適
切な福祉サービスの利用が行われるようにしていますか。

A

４　サービス提供困難時の対応

５　受給資格の確認

６　支給決定の申請に係る援助

７　身分を証する書類の携行

８　サービス利用計画作成費の額に係る通知等

９　相談支援の具体的取り扱い方針

B



（4） 相談員専門員は、指定障害福祉サービスに加え、保健医療
サービス又はその他の福祉サービス、地域住民による自発的な
活動によるサービス等の利用も含めて、サービス利用計画に位
置づけるよう努めていますか。

B

・福祉サービス以外のサー
ビスについてはサービス利
用計画書への記載はしてい
ないが、医療・介護サービ
スを利用している方は関係
機関との連携を取ってい
る。
・地域住民による自発的な
活動に繋げることはできて
いない。
・専門分野の知識があまり
ない。
・努めているが不十分であ
る。

（5） 相談支援専門員は、サービス利用計画の開始に当たり、利
用者等がサービスを選択しやすいよう、地域における指定障害
福祉サービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者又は家
族に提供していますか。

A

（6） 相談支援専門員は、サービス利用計画の作成に当たり、利
用者の能力、置かれている環境及び日常生活全般の状況等の
評価を通じて、利用者の希望する生活や自立した日常生活を送
ることができるよう支援するうえで解決すべき課題等の把握（ア
セスメント）を適切に行っていますか。

A

（7） 相談支援専門員は、アセスメントの実施に当たり、利用者の
居宅を訪問し利用者及び家族に面接の上、面接の趣旨を十分
説明し、理解を得ていますか。

B

・利用者の状況によって、
自宅でアセスメントをする場
合と事業所で行う場合とが
ある。アセスメント時に自宅
を訪問できなかった場合は
後日訪問するようにしてい
る。
・時間の制約もあり、十分な
説明が難しい場面もある。
主訴の把握には努めてい
る。
・コロナの為、訪問を拒否さ
れるご家族（本人）は、電話
などで対応。
・来所を希望される方が多
く、初回アセスでは訪問でき
ないことが多い。きっかけを
みつけて訪問機会を作るよ
うにしている。
・家族への面接は難しいこ
とがあり、本人のみになり
やすい。
・居宅訪問がすべての利用
者に対して行えているわけ
ではない。

・訪問拒否の方も中にはおられ
るので、今後もご本人の気持ち
を尊重しつつ可能な限り訪問を
実施する（無理強いはしない）

B



（8） 相談支援専門員は、アセスメントに基づき、地域における障
害福祉サービス等の提供体制を勘案して最も適切な福祉サービ
ス等の組み合わせを検討の上、サービス利用計画の原案を作成
していますか。

B

・出来る限り努力している。

・最も適切か検討までは出
来ていない。

（9） 相談支援専門員は、サービス担当会議（サービス利用計画
作成のため、同計画に盛り込んだ福祉サービスの担当者等を招
集して行う会議）の開催、福祉サービスの担当者への照会等に
より、福祉サービスの担当者から、専門的な見地からの意見を
求めていますか。

B

・互いに時間的な制約があ
り、毎回満足できる会議を
開くことは難しい。確認で終
わることもある。困難ケース
では出来る限り対応してい
る。
・コロナ対策で、大勢が集ま
る会議は開催していない。
・必要に応じて担当者会議
を行っているが、電話で対
応する事もある。
・その経験はないが、その
ように協力したい。

（10） 相談支援専門員は、サービス利用計画の原案に位置づけ
た福祉サービス等について、法第１９条第１項に規定する介護給
付費等の対象となるかどうかを区分した上で、利用者又は家族
に対し説明し、文書（サービス利用計画案及びサービス利用計画
書)により同意を得ていますか。

A

（11） 相談支援専門員は、サービス利用計画を利用者等及び福
祉サービスの担当者に交付（提出）していますか。

A

（12） 相談支援専門員は、サービス利用計画作成後、計画の実
施状況の把握（モニタリング）（利用者についての継続的なアセ
スメントを含む。）を行い、必要に応じて計画の変更、事業者との
連絡調整等を行っていますか。

A

（13） 相談支援専門員は、モニタリングに当たり、利用者及び家
族、事業者等との連絡を継続的に行い、利用者等に面接するほか、
その結果を記録していますか。

A

（14） 相談支援専門員は、利用者が支給決定の変更の決定を受
けたときはサービス担当者会議の開催、サービス利用計画の変
更の必要性について、福祉サービスの担当者から専門的な見地から
の意見を求めていますか。

A

・時間の制約はあるが、出
来る限りの対応を心がけて
いる。

（15） （3）から（11）までの規定は、（12）に規定するサービス利
用計画の変更を変更する場合にも準じて行っていますか。

A

（16） 相談支援専門員は、適切な福祉サービス等が提供されて
いても利用者が居宅において日常生活を営むのが困難と認めら
れる場合、又は利用者が障害者支援施設・病院への入院・入所
を希望する場合には、障がい者支援施設等への紹介等の便
宜を図っていますか。

A

・対象の利用者さんがいな
い。

B



（17） 相談支援専門員は、障害福祉施設等から退院・通所しよう
とする利用者又は家族から相談支援の依頼があった場合には、
居宅における生活へ円滑に移行できるよう、あらかじめ必要な情
報提供及び助言等を行っていますか。

A

利用者等が他の指定相談支援事業者の利用を希望する場合そ
の他利用者等からの申し出があった場合には、利用者に対し、
直近のサービス利用計画及び実施状況に関する書類を交付して
いますか。

A A

・その経験はないが、その
様にしたい。

利用者等（計画作成対象障害者等）が、偽りその他不正な行為
によってサービス利用計画作成費の支給を受け、又は受けようと
したときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知してい
ますか。

A A

・今までにそのような事例は
ない。

管理者は、従業者及び業務等の管理を一元的に行っていますか。ま
た、指定相談支援の基準（自主点検のポイント）を遵守させるため、必
要な指揮命令を行っていますか。

A A

（1） 事業所は、次に掲げる重要事項に関する運営規定を定めて
いますか。

A

（2） 運営規定と契約書やその重要事項説明書との記載にくいちがい
はありませんか。

A

（1） 利用者等に対して適切なサービスが提供できるよう、従業
者の勤務体制を定めいていますか。

（2） 従業者の資質向上のため、研修の機会を確保しています
か。

事業を行うために必要な広さの区画を有するとともに、指定相談
支援に必要な設備及び備品等を備えていますか。

B B

・手狭なため、コロナウィル
スへの対応など難しい面も
ある。
・相談室の環境・空調など
要改善

・空気清浄機を2台購入。
・パーティションや検温・消毒な
ど、コロナ対策を実施している。

（1） 従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を
行っていますか。

A

（2） 事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めていま
すか。

A

B

10　利用者等に対するサービス利用計画等の書類の交付

16　衛生管理等通知

11　利用者等に関する市町村への通知

12　管理者の責務

13　運営規定

A

14　勤務体制の確保等

15　設置及び備品等

A



事業所の見やすい場所に運営規定の概要、勤務体制その他利
用者申込者のサービスの選択に資する重要事項を掲示していま
すか。

A A

当該事務所について広告をする場合、その内容が虚偽又は誇大
なものとなっていませんか。

A A

（1） 事業者及び管理者は、サービス利用計画の作成又は変更
に関し、当該事業所の相談支援専門員に対して特定の事業者
（例えば同一法人系列の事業者）を計画に位置づけるへき旨の
指示を行っていませんか。

A

（2） 相談支援事業者は、サービス利用計画の作成又は変更に
関し、利用者等に対して特定の事業者によるサービスを利用す
べき旨の指示を行っていませんか。

A

（3） 事業者及び従事者は、サービス利用計画の作成又は変更
に関し、利用者等に対して特定の事業者によるサービスを利用
させることの対償として、当該事業者から金品その他の財産上
の利益を収受していませんか。

A

（1） 年齢相応の応対、言葉かけ、呼称を使っている。 A

・言い慣れた呼称で呼ぶこ
とが多く、年齢相応の呼称
でない場合もある。
・ご本人の意向をお聞きし、
時に年齢不相応な呼称を
使うこともある。

（2） 指導的立場ではなく、支援の視点で関わっている。 A

（3） 利用者への暴力や虐待行為に対して、懲罰規定や研修会
等の防止策がとられている。

A

（1） 利用者又は家族からのサービスに関する苦情に迅速かつ
適切に対応するため、必要な措置（相談窓口の連絡先、苦情処理の
体制及び手順等の運営規程や重要事項説明書への記載、事業所に
掲示）を講じていますか。

A

（2） 苦情について、受付日、内容等を記録していますか。 A

（3） 提供したサービスに関し、法第10条第1項の規定により市町
村が行う文書等の提出、提示の命令、当該議員からの質問、当
該事業所の帳簿書類等の検査に応じていますか。また、利用
者等からの苦情に関して市町村が行う調査に協力し、市町村か
ら指導等があった場合は、必要な改善を行っていますか。

A

・この1年はなかった。過去
にはそのように対応した。

17　掲示

18　広告

21　苦情解決

A

19　障害福祉サービス事業者等からの利益収受等の禁止

A

20　人権擁護（利用者とサービス提供者の対等な関係性への配慮）

A



（4） 提供したサービスに関し、法第11条第2項の規定により県知
事が行う帳簿書類等の提出提示の命令、当該職員からの質問
(実地指導）に応じていますか。また、利用者等からの苦情に関し
て県知事が行う調査に協力し、県知事から指導等があった場合
に、必要な改善を行っていますか。

A

（5） 提供したサービスに関し、法第48条第1項の規定により県知事又
は市町村長が行う帳簿書類等の提出・提示の命令又は当該職員から
の質問、帳簿書類等の検査に応じていますか。また、利用者等からの
苦情に関して県知事又は市町村長が行う調査に協力し、県知事又は
市町村長から指導等があった場合は、必要な改善を行っていますか。

A

（6） 県知事などから求めがあった場合に、（3）から（5）の改善内
容を報告していますか。

A

（7） 運営適正化委員会が社会福祉法第85条の規定により行う
苦情解決に向けた調査、幹錠できる限り協力していますか。

A

（1） 利用者へのサービス提供に際し事故が発生した場合は、
県、市町村、当該利用者の家族に連絡を行うとともに、必要な
措置を講じていますか。

A

・家族、市町村に対しては
担当者レベルで連絡してい
る。

（2） 事故の状況及び事故に際して採った処理について、記録して
いますか。

A

（3） 利用者へのサービス提供に際し賠償すべき事故が発生した
場合は、損害賠償を速やかに行っていますか。

A

従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しているか、
また、次の記録についてサービスを提供した日から5年間保存し
ていますか。

A A

23　記録の整備 

A

22　事故発生時の対応　 

A


